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（午後６時００分 開会） 

○事務局（石山） 定刻となりました。  

  本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。私

は、東京都福祉保健局医療政策部救急災害医療課、石山と申します。以後、よろしくお

願いいたします。  

  それでは、開会に先立ちまして、本日の配付資料のご確認をさせていただきます。  

  まず、本日の次第、当協議会の名簿、座席表がホチキスどめで１セット、そして資料

の１から３、これもホチキスどめで１セット、資料４、５、これもホチキスどめで１セ

ット、全部で３セット、ご用意してございます。不足等がありましたら事務局にお申し

つけください。よろしくお願いいたします。  

続きまして、本日の出席委員の状況について御報告をいたします。帝京大学医学部附

属病院、坂本委員、都立広尾病院、後藤委員、日本大学医学部附属板橋病院、木下委員、

東京都医師会、猪口委員、東京消防庁救急部、森住委員の御欠席の旨、承っております。

また、代理出席といたしまして、東京都医師会より新井様、日本赤十字社東京都支部よ

り原田様、東京消防庁より齋藤様にご参加いただいております。どうぞよろしくお願い

いたします。  

それでは、平成２９年度第２回東京ＤＭＡＴ運営協議会を開催させていただきます。

開催とあわせまして、東京都福祉保健局医療政策部長の西山より御挨拶申し上げます。  

○西山医療政策部長 福祉保健局の西山でございます。  

本日は大変お忙しい中、またお寒い中、御出席をいただきまして、まことにありがと

うございます。また、日ごろから都の保健医療行政、とりわけ救急災害医療に御理解、

御協力を賜っておりまして、重ねて御礼を申し上げます。  

本協議会は、御案内かと存じますけれども、東京ＤＭＡＴの運営方針を固める会でご

ざいまして、本日は今年度、試行を行ってまいりました東京ＤＭＡＴの早期運用の本格

実施への移行について、御審議をいただきます。また、昨年１０月と１２月に行いまし

たＮＢＣ災害対応研修の実施状況と東京ＤＭＡＴ、ＮＢＣ災害発生時活動要領の一部改

正について、御報告をさせていただきます。  

今後の都の災害医療施策に生かすためにも、先生方の忌憚のない御意見を賜りたいと

存じます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。  

○事務局（石山） 以降の議事進行にありましては、当協議会設置要綱第５の３に基づき

まして山口会長にお願いをいたします。よろしくお願いします。  

○山口会長 皆さん、こんにちは。山口でございます。  

連日、報道にありますように記録的な寒波で、北陸の方は大変な雪で、今日、御出席

の委員の皆様がかかわるいろいろな機関でも災害対応をとられていると聞いております。

大変御苦労さまでございます。  

また、東京は、雪はありませんけれども、連日の氷点下で、皆さんの身体の御負担も
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相当大きいと思います。この時間からの委員会開催で、さらに御負担を増やさないよう

に、できるだけ速やかな進行に努めたいと思いますので、どうぞ御協力のほどよろしく

お願いいたします。  

今日は、先ほど部長からもお話がありましたように、昨年４月から仮運用しておりま

す東京ＤＭＡＴの早期運用を今年度、本運用にするかどうかというところが一番の目的

でございます。この早期運用の開始に当たりましては、通報時のキーワード、「高エネ

ルギー」とか「挟まれ」とかで運用することで、メリットとして早期に現場に出られる

一方で、デメリットとして数が膨大に増えるのではないかとか、病院の負担が大き過ぎ

るのではないか、あるいは結局は空振りが多くなるのではないかなど、いろいろ疑問も

あったところでございます。こうしたことについて、実際の出場実績を御報告いただい

て、皆さまに是非審議していただくのが今日のメーンテーマです。  

そのほか報告事項が２点、用意されているようです。どうぞよろしくお願いします。  

では、早速、次第に従って進行させていただきます。審議事項の１、東京ＤＭＡＴの

早期運用の本格実施への移行について、事務局から、解説をお願いいたします。  

○事務局（石山）  それでは、早期運用の検討体制ということで、資料の１を御確認くだ

さい。  

左の薄い四角、右の濃いほうの四角ということで、縦に二列つくっております。早期

運用の試行開始までの流れについて、解説をさせていただきます。  

まず、左側から。東京都メディカルコントロール協議会事後検証委員会におきまして、

まず１１９番通報から東京ＤＭＡＴの出場要請までに時間を要してしまい、打切りや途

中引上げとなってしまったという事案が散見されると御指摘、提言を受けまして、東京

消防庁様のほうで東京ＤＭＡＴに出場要請をしなかった事案、こちらを対象に審議、検

証をしていただきまして、キーワードをまず抽出していただきました。その後、東京都

メディカルコントロール協議会、親会のほうに福祉保健局と相互連携・協働して検証を

進めようと試行実施が承認されました。  

続いて、右側になります。東京ＤＭＡＴ側になります。  

東京ＤＭＡＴの運営協議会では、早期運用の利点と課題、こちらをまず抽出いたしま

して、これを受けて事後検証小委員会、こちらにおきまして、東京ＤＭＡＴの出場要請

があった事案、こちらを対象に検討を行いまして、再度、親会、東京ＤＭＡＴの運営協

議会にこれを持っていきまして早期運用の試行が承認されたと。そこで、平成２９年の

４月１日から、１年間ということで早期運用の試行が開始されました。  

これが試行開始までの流れとなります。  

ページをおめくりいただきまして、資料２を御確認ください。  

東京ＤＭＡＴの活動状況ということで、発隊以来の数字を並べております。表が三つ、

上から要請件数の内訳、真ん中が受諾件数の内訳、一番下が現場到着時の対応状況別の

内訳となっております。表の右側を見ていただきまして、平成２９年の４月から１２月
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と書いてございます。試行開始から１２月までの実数を、ここでは記載をしております。

さらに、平成２９年にありましては二つ、左側が全事案、これは要請のあった全事案で

す。右側、早期運用該当事案とございます。こちらにつきましては、全事案の中から今

回の早期運用に該当する事案のみ抽出した、その数字となっております。  

さらに両側、括弧内なのですけれども、こちらにつきましては、まず実数、これが９

カ月分の数字となります。４月から１２月までの９カ月分の数字となります。それを、

単純計算ですけれども、このまま推移すればということで１２カ月分に換算した数字、

これが括弧内の数字となっております。  

上から簡単に説明させていただきますと、（１）の網かけ、出場要請の件数になりま

す。近年、５０件強という数字ですけれども、全事案の括弧内を見ていただきますと、

このまま推移すれば１５３件と。これまでの約２．５倍の要請件数がかかるのではない

かということが考えられます。また、２月８日現在の数字を東京消防庁様のほうから情

報提供を受けまして、現在まで１４２件と。これも１２カ月分に換算しましたところ、

１５４件と、おおむね予想どおりといいますか、括弧内の数字で推移をしております。  

続きまして、２番目、受諾件数のところを見ていただきまして、やはり網かけ、現場

到着件数になります。こちらも近年、３０件前後で推移していたところ、全件の括弧内、

６１件、近年の約２倍の数字、これを計上しております。  

また、（２）の一番下を見ていただきまして、受諾件数に対する打ち切りの割合、パ

ーセンテージで書いてあるところになります。こちらにありましては、東京ＤＭＡＴと

連携隊が病院で合流しまして出場体制を組むに至らなかった割合、これを示しておりま

す。一番右を見ていただきまして、３２％とございます。近年と比較しても変わらない

数字というふうに捉えております。早期運用によるキーワード方式でも、出場体制の確

保までは例年と変わらない割合、これを維持できたのではないかというふうに捉えてお

ります。  

最後、一番下、網かけ部分、医療処置、これを見ていただきますと、こちらも括弧内

３９件と。近年を見ますと２０件前後のところです。やはり倍ぐらいの数字を記録した

のではないかというふうに考えております。後ほど申し上げますが、現場に医療が到達

した件数も着実にふえているというふうに認識をしております。  

また１枚おめくりいただきまして、資料の３を御確認ください。  

東京ＤＭＡＴの早期運用試行状況の検証等についてということで、ここでは大きく分

けまして三つ、御連絡させていただきます。１点目が平成２９年度における早期運用の

実績、２点目がキーワードの精査、三つ目が病院負担の確認となっております。  

まず、１件目、早期運用の実績ですけれども、表は先ほどの資料２の（１）に現場到

着件数を加えたものになります。先ほども申し上げましたが、要請件数につきましては

近年の約２．５倍、現場到着件数につきましても２倍という数字が推計されております。  

続きまして、（２）要請区分になります。左側の円グラフですが、平成２６年から２
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８年の要請区分の割合になります。現場の状況を確認してから東京ＤＭＡＴの要請を行

う現場判断、これが大半を占めておりまして９０％。それで、右側の円グラフ、早期運

用試行開始後の平成２９年度の要請区分にありましては、司令室判断が７５％と割合が

逆転しておりまして、これまで現場判断としていた事案も司令室判断で要請されまして、

到着までの時間短縮につながったことが、ひいては現場到着件数の増加に大きく寄与し

たものだというふうに考えております。  

１枚、おめくりください。それでは、どのくらい時間が短縮されたのかということで

検証をしてみました。（３）の下、丸で書いてございます覚知から出場までの短縮時間、

７分５８秒の時間短縮が実現しております。なお、比較対象としましたのは、平成２９

年度の早期運用該当事案、それと同じスキームということで、早期運用開始前の平成２

８年度中に司令室からダイレクトに出場要請をした事案、こちらを比較して約８分の時

間短縮ということになっております。大幅なスピード化が図られたというふうに考えて

おります。  

続きまして、（４）です。現場到着後の活動状況についてということで、下の表は先

ほどの資料２、（３）、これを抜粋したものになります。先ほども申し上げましたとお

り、近年、２０件程度を推移していたところ、括弧内３９件と、このまま推移しました

ら、これまでの２倍程度の医療処置が現場で施されるということが推計されております。

現場での医療処置の機会が大分ふえるというふうに考えております。  

ページをおめくりいただきまして、二つ目の項目、キーワードの精査となります。  

早期運用該当事案につきましては、通報段階で三つのキーワード全てがそろったとき

に東京ＤＭＡＴの要請を行うといった事案です。ここでは、下の表ですけれども、救急

隊が現場へ到着したときに救急隊の目の前の状況、これがキーワードにどれだけ該当し

ていたのかという割合を示しております。やはり「高エネルギー」につきましては、東

京消防庁様のほうで定義が明確になっておりますので、高い該当率を誇っていたという

ふうに捉えております。  

一方で、「下敷き・挟まれ」、「脱出不能」につきましては、市民からの一般通報に

よりまして判断するという方式となっておりますので、実際の状況と少し差異が生じる

場合があるというふうに考えております。例えばなんですけれども、事故の影響で事故

に遭われた方が車両の下に滑り込んでしまったと。この状況を見まして「下敷き」と判

断されて通報する方がいたり、事故のショックで車の中で動けないといった状況を見ま

して「脱出不能」、あるいは事故の目撃者が協力をしまして救急隊が到着する前に救出

を完了してしまうという、そういった事案もあったというふうに聞いております。  

（２）現場到着できなかった理由ということで、早期運用によりまして要請件数が増

加、現場到着までの時間短縮が先ほど申し上げましたとおり実現しておりますが、一方

で現場到着しなかったケースということで検討をしてみました。現場到着できなかった

事案の内訳ということで、表で示しておりますとおり、今回は５４件ございました。  
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右側の円グラフ、現場到着できなかった理由を分析しましたところ、救急隊による救

出完了、これが６９％と大半を占めております。また、救急隊現着時、脱出不能等の事

実がなかったといったものが２６％を占めておりました。やはり通報内容と実際の状況

との差異や状況の変化があったものとしまして、引き続きデータの蓄積、分析を行って

いこうと考えております。  

１枚、おめくりください。ここでは、早期運用により出場しまして、その後、効果的

であったといった事例を幾つか挙げてございます。御紹介をさせていただきます。  

まず、事例の１。労災事故による転落事故ということで、こちらは覚知から要請まで、

すぐ要請をかけていただいております。現場で薬剤投与まで行っていただいた事案です。

また、現場でのキーワードの該当なのですけれども、本件に関しましては「脱出不能」

と「高エネルギー」の二つのキーワードが該当しておりました。  

ページをおめくりいただきまして、事例の３です。塵芥車に挟まれた労災事故という

ことで、こちらも覚知から要請まで３分と大変短い時間で要請をかけていただいており

ます。現場での止血処置、メイロンによる安定化処置を図っていただきました。本件に

関しましては、三つのキーワード全てが該当していた事案となります。  

最後、事例の４になります。電車との接触事故ということで、こちらも要請までの時

間は２分と非常に早く要請をかけていただいております。現場でも、人工呼吸や止血、

創傷処置を実施していただきました。なお、本件に関しましては「高エネルギー」のみ、

現場でのキーワードの該当があったという案件になります。そこで、救急隊が現場到着

時の現場において、たとえ三つのキーワードがそろっていなくても、東京ＤＭＡＴ活動

は有効に行われていたというふうに捉えております。  

１枚おめくりいただきまして、三つ目の項目、病院の負担の確認ということになりま

す。要請件数の増加に伴いまして、その負担というものが懸念されていたところです。  

まず、時間帯別の要請件数の考察を行いました。試行開始前は夜勤帯、ここでは昼夜

勤帯と深夜勤帯を合わせた時間を夜勤帯と申し上げております。夜勤帯に要請件数が集

中するのではないかと、また２施設以上に要請を行う事案が増加するのではないかとい

うことが事前には予測をされておりました。  

下の表の方を御覧ください。時間帯別の要請件数となります。上から日勤帯、真ん中

が昼夜勤帯、下が深夜勤帯と、昼夜勤帯と深夜勤帯を合わせたものを夜勤帯と申し上げ

ました。右側、平成２６年、２７年、２８年の夜勤帯の時間を御確認いただきますと、

日勤帯の対応する年数の数字がほぼ同数であると、夜勤帯と日勤帯の件数がほぼ同数で

あるということがわかります。平成２９年度、一番右を見ていただきますと、その割合

が日勤帯のほうが高くなっているということがわかります。夜勤帯の増加が事前には予

想されておりましたが、実際は日勤帯の割合のほうが高かったという結果が見てとれま

した。  

また、括弧内なのですけれども、２施設以上に要請を行った件数ということで、１軒
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目の病院選定では決まらず２軒目以上に要請をした件数ということで、内数で括弧内は

数字をあらわしております。  

要請件数との割合を表にしたのが右の棒グラフとなります。色の濃いのが平成２９年

度、白いほうが過去３カ年の平均の割合をあらわしております。早期運用試行中でも、

この傾向には大きな変化は見られなかったと。むしろ、深夜帯の割合につきましては、

各施設様の努力によりまして、これまで以上に対応していただいたのではないかという

ふうに考えております。  

１枚おめくりいただきまして、要請事案の種別について考察をいたしました。  

試行開始前では、深夜勤帯の交通事故の割合が約６割、これを占めるのではないかと

予測をされておりました。下の円グラフを見ていただきまして、平成２９年度の要請事

案種別の割合ということで、左側が要請事案全体の割合となります。白い斑点が交通事

故の割合となっております。４５％、この傾向は平成２８年度と同様でありました。ま

た、右側の円グラフ、こちらは早期運用該当事案のみ抽出した場合の割合です。やはり

４割程度という数字が見てとれます。  

この早期運用該当事案のみ抽出したものを時間帯別でさらに分けたものが、右の棒グ

ラフとなります。一番右、深夜勤帯の白い斑点、交通事故を見ていただきますと、当初、

６割と予想をされておりましたが、全体で４割、深夜帯でも５割と、交通事故は予想し

ていたよりは増えなかったというところで認識をしております。  

１枚おめくりいただきまして、病院負担の最後となります。区市町村別の要請件数に

ついて、考察をいたしました。地域別の偏りということで考えております。  

試行開始前では、多いところで年間６件、早期運用該当事案の要請がかかるのではな

いかということで予測をしておりました。下の東京都の図につきましては、早期運用該

当事案のみ抽出したものを下の図に落としております。  

解説をいたしますと、白い斑点がついた黒い部分、要請件数が６件の地域。１２月ま

では６件が最高の件数でありました。また、斜線、３件から５件の地域、平均が２．４

件でしたので、平均以上の地域というふうに見ていただければと思います。その下、白

い斑点の地域が１件から２件、平均以下の地域というふうに見ていただきたいと思いま

す。また、斑点等、何もない白い地域にありましては、早期運用の該当事案がなかった

地域というふうに見ていただければと思います。  

１２月現在の数字となりますけれども、２３区の一部の地域にわずかな偏りが見てと

れますけれども、都内の広範囲にわたって一定の要請が見られました。また、予想され

ていた件数、６件に該当していたのは杉並区と板橋区の２区のみでありました。出場要

請の多かった医療機関に対しましてヒアリング調査を行いましたところ、回答をいただ

けまして、件数の増加を今のところ負担には感じていないと。むしろ院内で東京ＤＭＡ

Ｔ活動をアピールするのによい機会になっているというふうにいただいております。ま

た、空振りの件数も少なく、現着できているという印象がありますと。最後、対応は十
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分可能なので、本事業を進めてもらいたいとのお言葉をいただいております。  

１枚おめくりいただきまして、まとめとして、今、申し上げましたところを記載して

ございます。  

最後、８番ですけれども、本結果を踏まえまして、今年度、１月２９日に実施をしま

した第２回の事後検証小委員会の審議結果としまして、早期運用の効果が認められ、キ

ーワードや病院負担の課題は認められなかったことから、今回の運用方法のまま本格実

施への移行は可能であるという結論をいただいております。本協議会で御審議いただき

まして、４月１日からの本格実施への移行、こちらの御承認をいただきたいと考えてお

ります。  

以上になります。  

○山口会長 ありがとうございました。  

では、続きまして、事後検証小委員会座長の濱邊先生から一言、お願いします。  

○濱邊委員 事後検証小委員会の濱邊でございます。  

最後の８番のところであったように、先月の１月２９日に事後検証小委員会を行いま

した。その中で、早期運用に関する試行の結果を委員の先生方と検討したところですけ

れども、その結果として、今、御報告があったとおり、特に病院の負担が増すわけでも

なし、空振りがあるとはいっても率から言えばほとんど変わりがなく、かつ、現場到着

の絶対数は増えているということで、十分、キーワード方式の効果が上がっているであ

ろうということになりました。  

そして何より、先ほどヒアリングの中でもありましたように、各病院の中でＤＭＡＴ

の存在というか、そういうもののアピールをすることに非常に有用であるというような

御意見も頂戴しておりましたので、以上のようなことから、事後検証小委員会としては、

今回の試行の結果を踏まえて、ぜひ、これを本格実施に移行していただきたいという結

論に至った次第です。  

以上です。  

○山口会長 ありがとうございます。  

東京ＤＭＡＴ活動につきましては、実際に現場に出て活動できた事案よりも、むしろ

出なかった事案についてきちんと検証して活動につなげるべきだと、横田委員は一貫し

ておっしゃっていたところですが、この結果についていかがでございましょうか。一言、

いただけますでしょうか。  

○横田委員 ありがとうございます。濱邊先生に検証までしていただいて、そしてコメン

トまでいただいてありがとうございました。  

印象で感じたことは、たまたま板橋区と杉並区が多かったのか、あるいはもともと

DMAT出動が地域なのか。というのは、私ども文京区ですが、区中央部、あるいは東京

消防庁の立場だと第五方面というのでしょうか、出動件数が多くなっているという印象

を持っていないのです。地域的な偏りがあるのか、偶然なのか、もしお判りでしたら教
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えていただきたいのですが、いかがでしょうか。  

○事務局（石山）  ありがとうございます。当局のほうで調査をいたしまして、去年と今

年というふうに調査をさせていただいているのですけれども、特に偏ったというような

印象はございません。こちらに関しましては、引き続き検証を続けさせていただいて、

大きな偏りがあるようであればというふうに考えております。現在までは、偏りがあっ

たというふうには捉えておりません。  

○山口会長 ありがとうございます。  

では、要請する側の東京消防庁の御意見を伺いたいのですが、いかがでございましょ

うか。  

○石川（義）委員  いつも大変お世話になっております。東京消防庁の警防課長、石川で

ございます。  

このたび、今年度からキーワード方式ということでいただきまして、私どもの司令室

の事務員も非常に要請の判断というのがしやすくなっているところでございます。こう

いった関係で件数も非常に増えて、それも、いつも御快諾をいただいているというとこ

ろで大変感謝をしておるところでございます。  

特に、今まで高速道路に関しては、もともと出場した部隊が高速道路の現場に着くの

にかなり時間を要しておりまして、そこからの要請となるとかなり時間がかかっていた

のですけれども、このたび入電段階で要請をさせていただいていることで、かなり現着

の率、また現場で活動していただいているケースも増えているかなという感触を持って

おります。  

また、それ以外にも、救出完了、もしくは傷病者が現場にいる段階で処置をいただい

ているケースがかなり多くございますので、非常に私どもとしてもありがたく、また効

果があるというふうに思っております。今後も引き続きこの体制を維持できたらなと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

○山口会長 ありがとうございます。  

それでは、要請を受ける側で、特に負担が多かった地域の三宅先生はいかがでござい

ましょうか。  

○三宅様（代理）  とはいいましても、年間６件ですから、我々としては、まあ。実際、

帝京が出るとしたら、本当にドクター１名で出るというようなことも非常に多いので、

負担という点では全く普通で。出られないようにはしないようにしないと、というよう

な気持ちだけはあるのですけれども、この程度でしたら確かに何ともできると思います。  

○山口会長 ありがとうございます。  

三島先生のところは、いかがでございましょうか。  

○三島委員 特別に問題はないと思います。  

○山口会長 そうですか。  

林先生、いかがですか。  



－9－ 

○林委員 渋谷区は三つとなっていますけれども、私どものところは、多分、僕が今ちょ

っと数えて記憶しているだけでも５件ぐらい要請をいただいて、空振りが１件ぐらいだ

と思いますので。実は、きょうの午前中も出ていたのですけど、現着もできていますし

活動もできているので非常にいいかなと思っています。  

○山口会長 そのほか、この早期運用を実運用にするに当たって、何か御意見、御質問は

ありませんでしょうか。実績を積んで件数も増えてということで、効果が上がっている

ことは確かなようでございますが。  

日勤帯の方が増加率が高いということで、夜勤帯にだけ集中しているわけではないと

いう発表でしたが、それでも準夜勤帯、深夜勤帯の数が２８年度に比べて格段に増えて

いることは確かです。夜間に医者を働かせる時間外の労務負担を増やすという部分につ

いては、受ける側として、病院長、副院長の立場の委員もいらっしゃいますが、いかが

でしょうか。その辺の心配な点、あるいは行政に、わかってもらいたい点などはござい

ませんでしょうか。  

病院の要職にある横田先生のお立場からいかがでございましょうか。  

○横田委員 私ども、１件ということですけど、先ほど三宅先生がおっしゃったようなこ

とで、通常の勤務の中での対応は可能な数字なのかなというふうに感じています。これ

が２倍、３倍というふうになると少し考えなくてはいけないのですが、この程度の数字

であれば対応は十分可能なのかなというふうに思います。  

○山口会長 ありがとうございます。  

この点について、小井土先生、何かコメントはございますでしょうか。  

○小井土委員  一つ質問なのですけれども、東京ＤＭＡＴの活動要領によると、挟まれ事

案に関してはドクター１名だけでいいと。依頼の来方も、まずは「出場できますか」と

いうようなお伺いが入ってきて、それで、「出れますよ」といったときには出ると。多

数傷病者発生事案の場合は最初から出場要請で来ますけれども、１名の場合は挟まれに

関してはお伺いがまずかかってくるということですので、今回の受託率に関しては、断

った場合も病院が断ったということにはならないわけですよね。そこには入っていない

のでしょうかという。一つの病院に関して、どうしても病院としては要請を断ったとい

うのが何らかの形でつくとよくないと思うのですけれども、その辺は今、そういうよう

なルールに従ってやっているのでしょうかという確認です。どういうような要請の仕方

で入っているのかなと思いまして。今回の早期に関しては、一応、１名に関してはお伺

いの電話がかかってくるのか、それとも最初から出場要請がかかってくるのか、どうな

っているのでしょうかね。そこをちょっと疑問に思ったというところです。  

○山口会長 これは、どちらに伺ったらよろしいですか。統計的なルールは、どうなって

いますか。  

○事務局（石山）  統計的なお話をさせていただきますと、「要請事案です」というので、

「これは東京ＤＭＡＴ事案です」というのでホットラインで恐らく病院に入ってくると
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思うのですけれども、今の要請に対して「うちは、では、今、出れません」というよう

なお話ですと、１件、断ったという数字で計上をさせていただいておりました。  

○小井土委員  そうですか。本来は、活動要領の中では、１名に関しては、まずはお伺い

がかかってくるということで、ＭＣＩ、多数傷病者発生事案の要請の仕方とは変わって

いるということでしたので、ちょっとそこを確認させていただきました。  

○山口会長 今回は実勢を見るために、あえてそういう統計のとり方をしたということで

すか。それとも、今後も早期運用事案については、１名の挟まれ事案であってもそうい

う取扱い方をするということですか。  

○清武課長 今回は全体的な件数の把握をしなければいけなかったので、細かい、１人で

出場するとか、そうではないとかの運用のところは少し省いて、病院として応需できた

かどうかということで全体の把握をさせていただきました。  

○山口会長 そういうことでよろしいですか。  

○小井土委員  はい。結局、出場不能が０になっていますけど、これは一つでだめだった

ら二つ目は受けたから、結局は東京ＤＭＡＴ全体として出場不能は０だったということ

ですよね。  

○清武課長 そのとおりです。  

○小井土委員  わかりました。  

○山口会長 ただ、多少混乱があったのも事実だと思います。杏林でも挟まれ事案に対し

て「医師１名で出ます」と言ったら、「それなら結構です」と言われたケースが実際に

ありましたので、その辺は少し混乱しているところがあったものと思われます。試行段

階ですので無理もないと理解しておりますけれども。  

○小井土委員  僕は東京ＤＭＡＴの隊員養成研修のところで出場要請のところを講義して

いるので、そういう細かいことを言ってすみません。  

○山口会長 いや、大事なことだと思います。断わり件数をできるだけ減らそうというの

は現場の努力目標ですので。ありがとうございます。  

そのほか、いかがでございましょうか。石原先生、何か、この件についてはコメント

いかがでございますか。  

○石原委員 いや、特にないのですが、墨田区もそこそこ多いのですが、道路が狭いせい

か高速もなかなかたどり着かないというのが多かったものですから、いや、意外とみん

なたどり着いているなという印象を見させていただきました。なかなか現場到着ができ

ないのが多いというふうに思っておりましたので。  

○山口会長 ありがとうございます。  

原田先生のところはいかがですか。御負担になっていますか。  

○原田委員 うちは大体、ナース１とドクター２ぐらい出て、ほとんど勤務中で完結して

きているので、もっと来ないかなというふうに思っていますけど。  

○山口会長 では、ほかに特に御意見はございませんか。  
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  （なし）  

○山口会長 では、協議会としましては、報告にありましたように、効果が認められると

いうことで、４月１日付をもって本格運用へ移行したいと存じます。よろしいでしょう

か。  

（はい）  

○山口会長 ありがとうございます。  

では、本格運用について皆様に御了解いただきましたので、今後とも東京消防庁と

密に連携しながら、この事業を進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。  

続きまして報告事項に移らせていただきたいと思います。  

では、事務局から御報告をお願いいたします。  

○事務局（石山）  失礼いたします。資料の４をごらんください。  

今年度、１０月１０日、１１日の２日間にわたりまして、東京ＤＭＡＴ隊員向けのＮ

ＢＣ災害対応研修を実施させていただきました。まず、こちらのほうから御報告をさせ

ていただきます。  

当研修の目的となりましては記載のとおりですけれども、各関係部署との連携体制の

強化、また隊員のスキルアップ等を目的としております。  

下、タイムテーブルなのですけれども、大まかに、１日目が座学、２日目が実習とい

うプログラムで開催をさせていただきました。  

１枚、おめくりください。写真を載せてございます。研修の様子ですけれども、左上、

１日目の座学にありましては、講義形式で１日通して実施をさせていただきました。会

場にありましては、杏林大学の井の頭キャンパスに御協力いただいております。  

２日目の研修、実技研修なのですけれども、まず養生の実習です。続いて防護衣、タ

イベックスーツの着脱の実習を行いまして、下、測定器実習、こちらは実際に機器の養

生も行いまして実習を行いました。そして、最後に机上演習を行いまして研修のまとめ

と、そういった研修を実施させていただきました。  

１枚おめくりいただきまして、研修の終了後に研修生に対しまして行いましたアンケ

ートの結果となります。円グラフは左が１日目、右が２日目の回答者、職種別の割合と

なっております。下が受講者に対するアンケート、これは実際にお渡ししたアンケート

のそのものになります。数値化できる箇所、項目でいいますと２と４になります、こち

らを表にまとめたものが次のページになります。おめくりください。  

２枚続けて同じような表が続いておりますが、１枚目が１日目、座学のアンケート結

果、２枚目が２日目の実習のほうの結果となります。全般的に「満足」、「非常に満

足」の割合が高かったように見てとれますが、その中でも、少数ではございますが「や

や不満」という声もございました。後ほど簡単に解説をさせていただきます。  

１枚おめくりいただきまして、２日目の実習なのですけれども、やはり１日目の座学
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よりも実習のほうが満足度、期待感、ともに高かったように見てとれます。  

おめくりいただきまして、こちらは記述の項目をまとめたものになります。上からで

すけれども座学、真ん中が実習、下が机上演習についてというところで、それぞれよか

った点、改善が必要だった点ということでまとめさせていただいております。  

座学のよかった点に関しましては、内容が実践的で非常にわかりやすかったと。また、

下ですけれども、Ｂ／Ｃ災害の情報というのを余り聞く機会がなかったので、今回、非

常に勉強になったと、そういった御意見を多数いただきました。  

改善が必要な点ということで、「やや不満」と回答された方のアンケートの記載とな

りますけれども、１日目、研修後のアンケートでは座学が多かったといったものがござ

いました。また、専門用語の解説、もう少ししてほしかったと、そういったような内容

でした。  

真ん中、実習についてですけれども、上から二つ目のポチ、養生の設置やタイベック

スーツの着脱、こういったものを体験できて非常によかったと。真ん中ですけれども、

座学の内容を実技を通して具体的に学べたので非常に知識の定着にもつながったと。  

右が改善が必要だった点ということで、サーベイモニターなど、もっといろいろな種

類の器材を見たかったと。また、せっかく測定器実習をやるのであれば、目盛りが振れ

るようなものを使用したほうがよかったのではないかと、そういったようなアドバイス

もいただくことができました。  

おめくりいただきまして、こちらは、また違った別の研修となります。こちらは、東

京都災害拠点病院向けに行いましたＮＢＣ災害対応研修です。こちらは、１２月１２日

の１日研修ということで実施をさせていただきました。研修目的に関しましては、医療

機関における災害対応マニュアルの策定／改訂の促進、また下で医療機関との連携の促

進、こういったものを目的として実施をいたしました。タイムテーブルに関しましては、

こちらは午前が座学、午後が演習と、大きく分けて、そのように実施をさせていただき

ました。  

１枚、おめくりください。こちらも研修の様子となります。近隣施設ごとにテーブル

を分けまして、演習でディスカッション等を通じまして連携力の促進を図りました。  

また１枚おめくりいただきまして、アンケート結果となります。左側が受講生の職種

別の割合となっております。右側が役職別と記載がありますが、当初、想定をしており

ました病院管理者等の出席状況なのですけれども、こちらは３割強という結果となりま

した。下が、先ほどと同様、アンケートの用紙となります。  

おめくりいただきまして、数値化できるところをグラフ化してみました。こちらも、

全般的に高評をいただけたと感じておりますが、やはり「やや不満」という声も少数で

すけれどもいただいております。  

おめくりいただきまして、記述式の抜粋となります。  

座学について、よかった点ですけれども、除染の現状を知ることができたと。また、
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内容が具体的でわかりやすくＮＢＣ災害対応に必要なものが網羅されていたというふう

に感じましたという御意見をいただきました。また、下、総合演習ですけれども、ディ

スカッションの時間があったりファシリテーターがついてくれたので、非常に詳しいと

ころまで聞くことができたと評価をいただいております。  

改善が必要だった点というところですけれども、もう少し具体的な事例や消防庁様の

ほうの対応のお話、マスコミ対応について話を聞きたかった等、前向きな御意見をいた

だいております。また、下の総合演習の改善が必要だった点なのですけれども、解説が

不十分だったと。また、演習を講義でまとめる方式になってしまって残念だったという

ような御意見をいただいております。講義に関しまして時間的な調整を考える上では、

貴重な意見というふうに捉えております。  

また、その他の御意見というところで、とてもわかりやすい内容で、ＮＢＣに対する

ハードルが少し下がったといった御意見をいただいております。また、院内の職員の意

識の中で大きなギャップがあるため、研修で習ったことを院内へフィードバックするこ

とがなかなか期待できないと。近隣の災害拠点病院とディスカッションする機会があり、

有事に協力しやすくなったと。東京消防庁様の取組みについて、具体的で理解しやすか

った等、御意見をいただくことができました。  

また、研修後、研修の講師、ファシリテーターからも御意見をいただきました。三つ

記載がございます。病院幹部職員の受講者をもっと増やさないとということでお話しい

ただいております。また、座学時間の短縮、演習時間をその分、確保しようといった御

意見。最後、養生等のデモンストレーションや映像資料、こちらを導入したり、資機材

の展示というものをやってみてもいいのではないかという御意見をいただいております。  

今年度はこの事業の３か年計画の初年度でして、来年度は第２回目となります。作業

部会、ＮＢＣの小委員会におきまして、現在もテキストの最終的な修正作業を実施して

おります。  

本研修の報告については以上となります。  

○山口会長 ありがとうございます。  

この研修について、少しだけ補足させていただきます。現在、東京ＤＭＡＴでは、５

病院がＮＢＣ特殊災害チームを保有している形になっています。このＮＢＣ特殊災害チ

ームというのは、指揮本部に入って東京消防庁に医学的なアドバイスやコーディネート

機能を果たすわけですが、除染後の救護所に入って、救護所で処置に当たるのは通常の

東京ＤＭＡＴ隊です。この東京ＤＭＡＴ隊が、そういった状況の中でも不安なく活動が

できるようにということで計画されたのが、この１の、１２ページのほうの東京ＤＭＡ

Ｔを対象とした研修です。  

さらに、今度は災害拠点病院に患者さんを搬送するわけですが、受入れ先となる病院

には、従来のアンケート調査等でも明らかなように不安や拒否感が非常に強いのです。

そこで、受入れのための理解を少しでも醸成するために計画されたのが１８ページ以降
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の研修です。したがいまして、こちらの方の研修対象は病院設置者の病院長とか事務長

さんを想定し、少しでもＮＢＣに対する理解を深めていただいてハードルを下げていた

だくことを目的に計画されております。  

では、実際に研修でファシリテーターとして御苦労をおかけしました、小井土先生か

ら研修の御様子を含めてお願いいたします。  

○小井土委員  ありがとうございます。  

東京ＤＭＡＴ対象、あと災害拠点病院対象のコースにファシリテーターあるいはイン

ストラクターとして参加させていただきました。  

まず、東京ＤＭＡＴ対象のほうは、これまで、今、会長も言いましたように、ＮＢＣ

特殊災害チームに関してはこういうような研修をする機会があったのですけれども、東

京ＤＭＡＴに関してはなかったということで、東京ＤＭＡＴも、行ってみたらＮＢＣだ

ったということとか、あるいは、これまでもコールドゾーンでは東京ＤＭＡＴが活動す

るということになっていましたので、隊員の方々にとっては、これまで不明確だったと

ころが、「正しく恐れる」というようなことを学んで、何ができて何ができないのかと

いうようなことが非常に明確になって、よかったのではないかなというふうに思います。  

非常に満足度も高いですし、いいコースができたと思います。  

ただ、本当にいいコースをつくるために、ＮＢＣの小委員会の若い先生方が山口先生

の監督のもと、非常に短期間でいいコースをつくっていただいたなというふうに思って

います。次回は、もっといいコースになるのではないかなというふうに思っています。  

災害拠点病院のほうは、もう本当に病院の幹部の方々も来ていましたけれども、近隣

の病院が一つのテーブル、エクセサイズで同じ机になったことによって、こういう患者

さんだったら、うちは受けられるし、こういう患者さんは、そちらでお願いしますよと

か、そういう現実的な話をかなりやっていましたので、そういう意味でも非常に有意義

だったのではないかなというふうに思います。  

また、全ての病院が除染設備あるいはＰＰを持っているわけではないですので、そう

いうものがなくても最低限どのようなことができるのかということが非常に明確になっ

たということで、多くの方が非常に満足していたのではないかなというふうに思います。  

以上です。  

○山口会長 ありがとうございます。  

同じく、ファシリテーターとして御苦労をおかけしました石原先生、一言お願いしま

す。  

○石原委員 ありがとうございます。  

同じような地域のところを担当させてもらって、やはり同じような回答をいただいて

いてよかったのですが、やはりテントがないとか防護服がない、それから外来カウンタ

ーもない、全くないない尽くしで本当に受け入れていいのかというようなことがやはり

院長判断としてできるのかと、いざとなったときにということは、ちょっといろいろ議
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論になっていましたけど、それは送り出す側がオーケーを出していれば、そこは信じて

いただけるしかないかななんていうような話をしながら進んでいきましたけど。  

あと、もめて入ってきてしまうだろうと。除染外、タグのついていない人たちも入っ

てくる可能性が受け入れているとなると来てしまうのではないのか、やはり、そこら辺

も訓練しておいたほうがいいよねという意見もありました。なので、ちょっとその辺は、

また今後、拠点病院といえども、ある程度の訓練をしてあげるほうがいいのかななんて

いうふうにも思っておりました。  

○山口会長 ありがとうございます。  

小井土先生からもお言葉をいただきましたけれども、とても短い時間の制約の中で、

ＮＢＣ特殊災害チーム指定の５病院からの若い先生を中心に、何度も何度も会議を重ね

てカリキュラムとテキストを作成していただきました。最終的には上部委員会の小委員

会でちゃんと目は通していただきました。皆さんには大変御苦労をおかけしました。ま

だ不十分な点もございますが、災害拠点病院向けの研修は３年間で全部の拠点病院を網

羅する計画ですので、まだ２年分残っています。  

ですので、いただいた様々な御指摘によって修正しながら、よりよいものにしていき

たいと思っております。  

そのほか、何かコメントはございますでしょうか。竹島先生、せっかくですから、御

専門のお立場から一言いただけますでしょうか。  

○竹島委員 専門なんて、とても恐れ多いのですけれども、我々も、うちの病院でいえば、

うちの職員は、ほぼ１００％、この系統の教育は自衛官として一度は受けているのです

けれども、大分時間がたっている者もたくさんおりますので、我々も、また皆さんのほ

うからいろいろ情報を得た上で、我々の中で、どういう教育ができるのかということを

考えていけたらなと、また情報共有をさせていただければと思います。ありがとうござ

います。  

○山口会長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  

そのほか、いかがでしょうか。この研修は東京消防庁にも全面的に協力していただき

ましたけれども、何かコメントがありますか。  

○齋藤様（代理）  ありがとうございます。私どもも、先生方の医学的な専門的見地から

の専門的な御指導をいただく中で、災害の現場で実際に東京消防庁の消防隊がどういう

活動をするのかということとあわせて、先生方の安全性というようなものを非常に私た

ち連携隊のほうでもきちんと確保しなければいけないということもありまして、先生方

に私たちの活動を少しでもよく理解をしていただくためにという意志を強く持って、こ

のたびの研修にも臨ませていただきました。  

本当に熱心な先生方がたくさんいらっしゃったということを伺っておりますので、私

たちも、それを、また逆に、こちらのほうでもいい刺激としていただきながら、今後、

また進めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。  
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○山口会長 ありがとうございます。  

では、本件はよろしいですか。  

（はい）  

○山口会長 では、報告事項の２の活動要領の一部改正についてお願いします。  

○事務局（石山）  失礼いたします。資料の５を御確認ください。  

ＮＢＣ災害発生時の活動要領一部改正ということですけれども、平成２８年度に東京

ＤＭＡＴのＮＢＣ災害体制強化に向けた作業部会、こちらのほうを設置いたしまして、

ＮＢＣ災害発生時における医薬品、医療資器材の配備などについて検討を始めまして、

昨年度末に当運営協議会におきまして配備の御承認をいただきまして、今年度中に配備

に向けた作業、こちらを今も実施をしております。１月中には該当する施設に対しまし

て、薬剤部の方にも立ち会っていただきまして、薬の配備について説明のほうをさせて

いただきました。現在は、年度内での配備に向けて最終調整中といったところでござい

ます。  

主な改正点は２点あります。１枚目、めくっていただきますと、３の出場準備、

（３）、こちらを見ていただきますと網かけ部分になっていると思います。これまでは

「その他必要と判断される装備品については、別途、福祉保健局が準備するものとす

る」と、そのような記載だったのですけれども、このたび医薬品と診療材料のほうを配

備いたしますので、文言を「装備品及び医薬品等」ということで追記のほうをさせてい

ただいております。  

また、下になります、第６の活動、１の活動内容、（２）特殊災害チームの活動にな

ります。「救命処置等への医学的な助言を行う」にとどまっていたところ、医薬品、診

療材料を配備しますので、「医学的な助言に加え、必要に応じて傷病者に対する救命処

置を行う」と、救命処置を行うことができるというような文言を記載してございます。  

一番最後、もう一枚おめくりいただいて、一番下になりますけれども、この要領に関

しましては年度内に、繰り返しになりますが医薬品等の配備を行いまして、平成３０年

４月１日から施行するということを御報告させていただきます。  

以上です。  

○山口会長 ありがとうございます。医薬品配備に伴いまして、網かけの二つの部分に改

正が必要になったということですが、御質問、御確認はありますでしょうか。  

どうぞ。  

○小井土委員 ３の（２）と（３）のところですけれども、（２）のところが「独自に増

強し携行することができる」とあり、（３）が「別途、福祉保健局が準備する」と書い

てあります。この二つの区別がよくわからないのですけれども、いかがでしょうか。  

必要とされる装備品及び医薬品については福祉保健局、必要な医薬品及び個人装備品

に関しては独自に病院が用意すると解釈するのですが、いかがでしょうか。それとも、

全て福祉保健局が準備するので、病院自体は準備しなくていいということなのでしょう
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か。  

○山口会長 では、事務局からお願いいたします。  

○清武課長 先生、御質問ありがとうございます。現行の活動の中でも標準的に配備して

いる薬剤は既にございまして、それに案件に応じて必要なものは３の（２）に応じて増

強して使用していただいているところでございます。  

今回の３の（３）の場合は、今回の特殊災害チームの特別な活動に応じて、第６の活

動で必要に応じて傷病者に対する救命処置を行うということが加わりまして、それに応

じたような、対神経剤ですとかびらん剤ですとか対窒息剤等の非常に特殊な薬剤につい

ては福祉保健局で整備をすると。それを収納するバッグについても、災害の形態に応じ

て大きさも３種類御準備させていただきまして、必要な物品もあわせて配備していくと

いう趣旨で盛り込ませていただいたものでございます。  

○山口会長 小井土先生がおっしゃることは、よくわかります。２番目で独自に携行、増

強する。病院で準備をして、さらに、その他必要なという「その他」の位置づけが、逆

なのではないですか。まず標準的なものは都が用意して、それ以外のもので必要だと判

断されるものについてはそれぞれの病院に委ねる。２で全部、病院側がカバーしたら、

「その他」の記載は必要なくなってしまうわけですよね。  

○清武課長 文言を入れていく中で、そういった議論もありまして。今回、とりあえずこ

れで出させていただいて、これによって薬剤を整備するのですけれども、今、山口先生

から御指摘があったように前後の関係なども見直すべきところもあろうかと思いますの

で、今後、また修正の機会があったときに、今、先生方から御指摘いただいたところを

現状に合うような形で修正をしていくようになろうかなというふうに思っております。  

○山口会長 小井土先生、そういう御説明でしたけれども。  

○小井土委員 はい。わかりやすい文章になったほうがいいのかなというふうに思います。  

 

○清武課長 小井土先生とか山口先生もおっしゃるように、標準的なものは当然、今回、

新しく任務が加わったことによって東京都のほうで準備するのは当然でございまして、

少し順番がややそぐわない部分もございますので、これは我々も認識しておりますので、

今後、機会があったときに修正させていただきます。  

○山口会長 では、行政文書ですのでよろしくお願いします。  

○小井土委員 すみません、もう一つだけ質問します。これまでもＮに関してはウオーム

ゾーンでの活動もあり得るというような話を聞いました。今回、必要に応じて傷病者に

対する救急処置というのは、拮抗薬の投与とか中和剤の投与だと思うのですけれども、

これはウオームゾーンではなくて、これはコールドゾーンで行うということでいいでし

ょうかという確認です。ウオームゾーンに入るのは「Ｎ災害発生時に限り」というふう

に書いてあります。Ｎに関してはウオームゾ－ンまで行くことはあり得るが、他はコー

ルドゾ－ンで傷病者に対する救命処置を行うということでよろしいでしょうか。  
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○清武課長 先生のおっしゃるとおりでございまして、除染がされて安全なところに搬出

された後に行っていただくことでございます。  

○小井土委員 ありがとうございます。  

○山口会長 ありがとうございます。  

そのほか、御確認はございますか。よろしいでしょうか。  

（なし）  

○山口会長 では、特にコメントがないようですので、先ほどの点だけ少しわかりやすい

形にお願いしたいと存じます。  

そのほか、全体を通じて何かコメント、御意見はございますか。  

どうぞ。  

○濱邊委員 報告事項と審議事項に関してはいいのですが、一つだけちょっと気になった

ものがあったものですから確認をさせてください。ＮＢＣの災害対応研修の１ページ目

に、１日目の１４時４５分からＥ災害に関する知識という項目があるのですが、この場

合のＥはエクスプロージョン、爆発ですよね。このエクスプロージョンについては、Ｎ

ＢＣというくくりではなくて、別のくくりで対処されるのだろうと思っているのですけ

れども、それでよろしいですよね。  

なぜ、こうしたことを申し上げたかというと、実は、この間、いつでしたかね、２、

３週間前にニュースを見ていたら、爆弾を持った犯人が立てこもったか爆発させたかと

いうような設定で何か訓練をやったというのがあったのですが、その中で、東京ＤＭＡ

Ｔも参加しているというコメントがあったからなのです。この東京ＤＭＡＴが参加した

という事の真偽を、実は、確認したいのですけれども、事務局は、このことを知ってい

ますか。あるいは、単にニュースの中で、医者関係者が参加したということを、東京Ｄ

ＭＡＴという用語で言っただけなのか、本当に正式にどこかのＤＭＡＴが参加したのか、

ちょっと、そこのところが知りたいのですが。  

○清武課長 ちょっと、今、先生から初めて、その想定での訓練というのは聞いたもので

すから。  

○濱邊委員 恐らく一月以内の話だと思うのですけど、ニュースを見ていて、「あら、こ

んなことやってる」と思って・・・。  

○石原委員 六方面の訓練で、爆発した後の患者さんが運ばれてくるという想定で、救護

所内訓練はしました。現場には行っていないです。行かせてもらえていないです。  

○濱邊委員 つまり、現場へは立ち入ってはいないということですか。以前の議論で、エ

クスプロージョンの場合に、いわゆるクライムシーンでもって犯人が例えば立てこもっ

ているとか、あるいは、まだ爆弾があるのではないかとかというようなところにＮＢＣ

と同じような形で隊員が行くということの可否は、まだディスカッションの途上だった

と理解しているものですから。今の石原先生のお話ですと、現場に入るのではなくて、

あくまで外でという意味ですね。  
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○石原委員 外での訓練で。ただ、運ばれてきた患者さんがキャットを使ったのが随分入

ってきたというところですね。  

○濱邊委員 ああ、なるほど。わかりました。いや、そういう意味でなら結構なのですけ

ど。  

○石原委員 中に入っていくことはしていないです。  

○濱邊委員 ニュースの中での言い方が、何か、いかにも、東京ＤＭＡＴがいわゆるホッ

トゾーンに入って活動しているというようなニュアンスで聞こえたものですから。よく

わかりました。ありがとうございました。  

○山口会長 大事な御指摘ですね。その辺の認識は、東京消防庁も共通してということで

よろしいのですよね。  

どうぞ、清武課長。  

○清武課長 訓練内容については、東京消防庁から想定も全部もらって、そういった先生

が注意されているところも我々も確認させていただいた上で訓練をともに実施している

という、そういった体制でございます。  

○山口会長 ありがとうございます。この辺は本当に大事なところです。決められた枠組

みを超えて暴走することのないように、一々、訓練内容については事務局のほうでチェ

ックしてくださっていると認識しております。  

そのほか、全体をとおして、よろしいですか。  

（なし）  

○山口会長 どうもありがとうございました。では、事務局のほうにお返しいたします。  

○事務局（石山）  失礼します。長時間にわたり、ありがとうございました。  

  それでは、平成２９年度第２回東京ＤＭＡＴの運営協議会を閉会とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。  

（午後７時１１分  閉会）  

 

 


